
和歌山市ひとり親家庭等日常生活支援事業 公募要領 

 

１ 公募の目的 

  和歌山市母子家庭、寡婦及び父子家庭生活支援員派遣に関する条例、同条例

施行規則、同実施要綱に基づき、生活支援員を派遣し、必要な支援を行わせる

にあたり、事業を委託できる事業者を公募します。 

 

２ 契約概要 

（１）事業名 

   和歌山市ひとり親家庭等日常生活支援事業 

（２）契約内容 

別紙「和歌山市ひとり親家庭等日常生活支援事業に係る業務委託仕様書」

のとおり 

（３）業務委託期間 

   契約締結日から令和９年３月３１日まで 

 

３ 委託金額 

次表（消費税及び地方消費税を含む）のとおりとし、実績払いとする。 

９時〜１８時 １時間当たり２，４００円 １時間に満たないときは、

３０分未満は０円、３０分

以上１時間未満の場合は、

１時間当たりの金額。 

１８時～翌日９時 １時間当たり３，０００円 

訪問先から次の派

遣先への移動時間 

１時間当たり１，８６０円 １時間に満たないときは、

３０分未満は０円、３０分

以上１時間未満の場合は

９３０円。 

 

４ 応募者の資格要件 

  次のいずれにも該当する事業者であること。 

（１）法人格を有すること。     

（２）本事業に係る契約書、仕様書及び関係法令等を遵守できること。 

（３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条第１項又は第２項の規

定による更生手続開始の申立て（同法附則第２条の規定によりなお従前の例

によることとされる更生事件に係るものを含む。）があった者にあっては同法

の規定による更生計画認可の決定（同法附則 第２条の規定によりなお従前の

例によることとされる更生事件に係るものを含む。）を受けた者、又は民事再



生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条第１項又は第２項の規定による

再生手続開始の申立てがあった者にあっては同法の規定による再生計画認可

の決定を受けている者であること。 

（４）和歌山市内に事業所があり、かつ、生活支援員として必要な支援を行える

スタッフを有していること。 

（５）法人及び代表者に次に掲げる税のいずれについても未納の額がないこと。 

  ア 市税（本市が賦課徴収するものに限る。） 

イ 消費税及び地方消費税 

ウ 所得税又は法人税 

（６）事業者の代表者及び役員が、和歌山市暴力団排除条例（平成２３年条例第

２８号）第２条に規定する、暴力団又は暴力団員及びそれらの利益となる活

動を行う団体の構成員ではないこと。 

 

５ 応募手続 

  この公募への申込を希望する事業者は、次のとおり書類を提出すること。 

  なお、ご提出いただいた書類の返却はいたしません。 

（１）提出場所、問合せ先 

〒６４０－８５１１和歌山市七番町２３番地 

和歌山市こども家庭課 （市役所東庁舎２階） 

TEL：０７３－４３５－１２１９（直通） 

e-mail：kodomokatei@city.wakayama.lg.jp 

（２）提出書類 

  ① 和歌山市ひとり親家庭等日常生活支援事業に係る提出書類一覧 

（様式第１号） 

② 和歌山市ひとり親家庭等日常生活支援事業に係る業務委託 公募申込書

（様式第２号） 

③ 事業者の概要（様式第３号） 

④ 生活支援員名簿（様式第４号） 

⑤ 法人の定款       

⑥ 法人の登記簿謄本（原本）  

  ⑦ 法人及び代表者に本市が賦課徴収する市税に未納の額がないことを証す

る書類として、和歌山市税に係る納税（完納）証明書を提出すること。な

お、当該証明書については、本公募に係る申込書及び提出書類の提出する

日において発行後３か月を経過していないもので、原本又は写しのいずれ

かを提出すること。  

  ⑧ 法人及び代表者に消費税及び地方消費税並びに所得税又は法人税に未納

がないことを証する書類として、納税地を所管する税務署が発行する納税
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証明書で、法人にあっては納税証明書の様式その３の３を、代表者にあっ

ては納税証明書の様式その３の２を提出すること。なお、当該証明書につ

いては、本公募に係る申込書及び確認資料の提出する日において発行後３

か月を経過していないもので、原本又は写しのいずれかを提出すること。 

（３）提出方法 

   和歌山市こども家庭課窓口に提出書類（各１部）を直接持参すること。 

  （土日・祝日を除く、８時３０分から１７時１５分まで 

※木曜日のみ１９時まで） 

 

６ 審査及び契約 

  提出書類により審査を行い、事業を委託することが適当と認められる事業者

を選定し、契約を締結します。 

 

７ 留意事項 

（１）虚偽その他不正な申請があった場合は、選定結果を無効とします。 

（２）本事業の中止や選定されなかったことによる一切の損害等について、和歌

山市が責任を負うものではありません。 

（３）応募書類の作成に係る費用は、応募者の負担とします。 

（４）募集開始から選定までの期間、本件業務に従事する職員への直接、間接を

問わず、本公募を目的とした接触を原則禁止します。 

 

 


